
□ 高度の排便機能障害

(1) 原因 (2) 排便機能障害の状態・対応

□ 先天性疾患に起因する神経障害 □ 完全便失禁

［ ］

(例 ： 二分脊椎 等) □ 軽快の見込みのない肛門周辺の皮膚の著

しいびらんがある

□ その他

□ 先天性鎖肛に対する肛門形成術 □ 週に2回以上の定期的な用手摘便が必要

手術日 ： ［          年     月     日］

□ 小腸肛門吻合術 □ その他

手術日 ： ［          年     月     日］

3．障害程度の等級

(1級に該当する障害)

□

□

□

□

□

(3級に該当する障害)

□ 腸管のストマに尿路変向(更)のストマを併せもつもの
□

□ 尿路変向(更)のストマに治癒困難な腸瘻を併せもつもの
□

□

□ 高度の排尿機能障害があり、かつ、高度の排便機能障害があるもの

(4級に該当する障害)

□ 腸管又は尿路変向(更)のストマをもつもの
□ 治癒困難な腸瘻があるもの
□ 高度の排尿機能障害又は高度な排便機能障害があるもの

尿路変向(更)のストマに治癒困難な腸瘻を併せもち、かつ、ストマにおける排尿処理が著しく困難
な状態又は腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態があるもの

尿路変向(更)のストマをもち、かつ、ストマにおける排尿処理が著しく困難な状態及び高度の排便
機能障害があるもの

治癒困難な腸瘻があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態及び高度の
排尿機能障害があるもの

腸管のストマをもち、かつ、ストマにおける排便処理が著しく困難な状態又は高度の排尿機能障
害があるもの

尿路変向(更)のストマをもち、かつ、ストマにおける排尿処理が著しく困難な状態又は高度の排便
機能障害があるもの

治癒困難な腸瘻があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態又は高度の
排尿機能障害があるもの

腸管のストマに尿路変向(更)のストマを併せもち、かつ、いずれかのストマにおいて排便・排尿処
理が著しく困難な状態があるもの

腸管のストマをもち、かつ、ストマにおける排便処理が著しく困難な状態及び高度の排尿機能障
害があるもの


